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放課後子ども教室との関係について
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【放課後子ども教室の実施体制】
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教室開設に必要な備品整備

■活動メニュー例
体験の場 ：野球、茶道、伝統芸能 など
交流の場 ：地域住民との異世代交流、異年齢交流 など
学びの場 ：宿題、英会話、科学実験 など
その他 ：昔遊び、読み聞かせ（絵本、紙芝居） など

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。

放課後子ども教室の実施
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